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のように関係しているのか、ということに関
わっている（Kane ［1996］: 5）。

「自由と決定論（freedom and determinism）の
問題」、「自由意志論争（the free will debate）」（Kane 

［1996］; Mckenna & Pereboom 2016）としても扱わ
れてきたこの論争において、自由概念や（道徳的）
責任概念の成立根拠は根本的に問い直されてきた。
その中で、自由概念はそもそも一義的ではないこと
が示されている。他方で、従来の議論におけるある
種の「自由」は「余分な戦略」に訴えざるを得ず、
問題を解決するどころか一層謎を生み出していると
して批判され（Kane 2002b）、またこうした問題を
巡る古典的議論のいくつかは現代において拒否さ
れ、 大 幅 に 縮 減 さ れ て き て い る（Mckenna & 
Pereboom 2016）。これを言い換えれば、「人間は自
由に行為している」ということを我々は前提とする
ことができないということである。この論争や決定
論/非決定論の議論を踏まえない場合、自由概念や
関連のある概念に関する議論の正当性や、その適用
に関する問題が生じうる。そしてこれまで、教育場
面や教育言説、教育学において、現代におけるこの
論争がほとんど踏まえられてこなかったために、以
下の章で確認するような問題が生じてきた。

本稿は、教育学の主要な議論における、自由概念
やその周辺的な概念にまつわる議論の問題を明らか
にし、教育学、引いては教育において「自由を巡る
現代の哲学上の議論」の枠組みが必要であることを
明らかにすることを目的とする。２章にて、「自由
を巡る現代の哲学上の議論」を踏まえていない場合
の、従来の教育学における自由にまつわる議論上の
問題を確認するため、⑴戦後教育学として堀尾の議
論を、⑵比較的近年のものとして広田（2009）、髙
宮（2021）、渡辺（2022）の議論を扱い、３章では「自
由を巡る現代の哲学上の議論」に言及した教育にお
ける自由の議論として、宮川（2022）、島本（2023）

１　導入

教育場面や教育にかかわる言説で、例えば子ども
や生徒が宿題を忘れた際、このような言明がなされ
ることがある。「宿題を忘れたのはA（子ども）が
悪い/Aに責任がある」。なぜAに「責任」がある
のか。それはAには宿題をする「自由」があった
からである――Aに宿題をする「自由」がなかった
なら、Aが悪いとは判断されないことが考えられる

（例えばもしAが誰かに監禁されていればAには
「自由」はなかったのであり、Aが悪いとは言われ
ない）。つまり「Aは宿題をする自由があったので
あり」、それゆえ「宿題をしなかったのはAに責任
がある（Aが悪い）」。この例を（1a）としよう。（1a）
以外にも、以下で触れるような、教育にかかわる自
由概念（例えば「教育する自由」や教育において「選
択する自由」等）、あるいはそれと深く関連する責
任概念・周辺的な概念は、教育において重要なもの
であり続けてきた。

他方、人間が根本的に自由であるか、責任がある
かという問題は、哲学において決定論との関係で問
われてきた。

自由意志問題（the free will issue）や自由意
志の問題（the problem of free will）としばし
ば呼ばれているものは......人間の自由（human 
freedom）という概念の周辺にかかわる一連の
問題や疑問なのだ......それらの疑問とは、その
ような自由とはどういうものでありうるのか、
もしそれがありうるなら、なぜ重要なのか、宇
宙における我々の位置について何を意味するの
か、我々は実際にそれを持っているのか、それ
をどのように考えればいいのか、それはまった
く理解可能なものなのか、道徳性、尊厳、責任、
合 理 性、 創 造 性、 自 律 性、「 値 す る こ と

（desert）」等といった他の重要なトピックとど

教育学における自由概念の問題

島　本　　　篤
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の二つを扱う。４章では、哲学において自由概念
が教育と関係を持ちうることが示唆されている議論
に言及する。以上を通して、これまで「自由を巡る
現代の哲学上の議論」の論争枠組みは教育学におい
てほとんど扱われてこず、それゆえ自由概念や周辺
的な概念における問題が教育学において生じてきた
こと、また哲学においても教育へ論争枠組みを導入
する試みは為されてこなかったこと、それゆえ「自
由を巡る現代の哲学上の議論」の枠組みを教育や教
育学に導入する必要があることを明らかにし、４
章後半において次の課題、現代におけるこの論争と
教育とが持ちうる接点を示す。

なお、本論に入る前に哲学におけるこの論争の位
置づけを確認する必要がある。自由と責任を巡るこ
の論争１）において、マッケンナ&ペレブーム（2016）
は1960年代における大きな影響のあった三つの議論
を境に、根本的な変化があったことを指摘し、それ
以前を古典的（自由意志）論争（the classical （free 
will） debate）と位置付ける（その三つの議論とは、
P.F.ストローソン（1962）の反応的態度（reactive 
attitude）の議論、フランクファート（1969）によ
るフランクファート・ケース（/フランクファート
型事例）（Frankfurt-Style cases））、ギネット（1966）
によって初めて紹介され、ウィギンズ（1973）、イ
ンワーゲン（1983）によって発展された「帰結論証

（the Consequence Argument）」である）。他方で、
古典的論争においても、主に現代の論争がいかに形
作られていったかという観点から、ムーアによる条
件分析（conditional analysis）を代表的な議論とす
る20世紀以降の分析哲学２）（analytic philosophy）
における自由に関する論争に注目を促している

（Mckenna & Pereboom 2016: 49, 57-58）。この区分
に則れば古代、ないし近代の議論は古典的議論とし
て区分されるが、しかしそれは古典的議論の全てを
棄却することは意味せず、20世紀以降ないし1960年
代以降の議論が、古代まで遡るものも含めた古典的
議論の分析と整理を行い、それぞれの議論の再解釈
や再構築、批判的継承、あるいは拒否を行ってきた
ことを意味する。以上が自由を巡る論争であるが、
20世紀の分析哲学以降、自由や責任と深く関わるも
の と し て 行 為 の 分 析 が「 行 為 論（A Theory of 
Action）」において行われてきており、ホンデリッ
ク（1988）やマッケンナ&ペレブーム（2016）を始
め多数、言及されている。またこの分野では度々、

自然科学、言語哲学、社会学にも言及してきた
（Kane ［1996］）。それゆえ本稿では、論争史につい
ては大枠として上記の区分に則り、再検討を踏まえ
られた古典的議論も射程に入れながら、とりわけ20
世紀以降の論争や行為論、自然科学等も含めつつ、
主に1960年代以降の議論を「自由を巡る現代の哲学
上の議論」として扱う。

２�　従来の教育学における、自由にまつわ
る議論上の問題

本章で自由にまつわる教育学の議論における、自
由概念やその周辺的な概念の議論上の問題を明らか
にするために、まずは一節にて戦後教育学の教育に
関する自由を扱った議論を扱う――その主要な議論
として、本稿では堀尾（1971, 2002）を挙げる。自
由や責任概念に関する現代における人間観の問題と
して、「人間が主体的存在であり、自己の行為に対
して責任を負うという考え方は近代市民社会の根本
を支える。（中略）人間が自由な存在であり、自ら
の行為を主体的に選び取るという人間像がそこにあ
る」（小坂井 2008:ⅱ）という形で、近代において培
われた人間観が土壌にあることが指摘されている。
そして以下で見るように、堀尾の議論を始めとし、
戦後教育学における自由の議論は近代における思想
を基盤においていることが確認できると同時に、

「近代において培われ、現代においても土壌となっ
ている人間観」にまつわる自由概念の問題が、明確
に浮き彫りになっている。

自由にまつわる教育学の比較的近年の議論におい
ては、近代的な人間観をそのまま継承しているわけ
ではないことが確認される。しかしその一方で、自
由や周辺的な概念に関しては、戦後教育学における
自由に関する議論の問題と重要な意味において同様
の構造が指摘される。本稿では、自由にまつわる教
育学の比較的近年の議論として、教育学にかかわる
複数の学問から自由概念を扱った広田（2009）、教
育思想により焦点を絞った議論として髙宮（2021）、
より実践的な側面も視野に入れた思想的な議論とし
て渡辺（2022）を扱う３）。

１）　従来の教育学における「自由」の問題：
戦後教育学において
堀尾（1971, 2002）は教育法学、教育政治学、教
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育思想の文脈において、主に権利との関係における
「教育の自由」――「教師/生徒の自由」――「学
問の自由」の問題、それらに関する責任の問題を、
近代の教育思想を中心的に――ロック、ルソー、コ
ンドルセ、ヘーゲル、スミス、ベンサム、ミル、マ
ルサス、ゴドウィン、シャルモン、ラヴェット、デュ
ギー、ホブソン、ピアジェ、デューイ、ビール、ラッ
セルといった思想家の自由概念や自由に関する議論
に基づき、あるいは批判的対象としつつ扱ってい
る。

ここで、自由概念の区分に関して言及しよう。教
育の自由、学問の自由、教師/生徒の自由、こうし
た領域や階層、アクターに応じた「自由」がそれぞ
れに異なる意味や議論を含意し、それぞれにおいて
論じられ、それゆえその区分が重要であるのは間違
いない。しかし、これらの「自由」やその区分は、「自
由」という概念そのものに対する吟味、とりわけ決
定論/非決定論を含めた観点からの吟味が損なわれ
ており、そもそも「自由」という概念がどういった
ものであり、どういった「自由」概念がありうるの
か（「Xの（に関する）自由」ではなく、「自由」概
念自体が含意しうる定義や意味、適用条件の差異に
基づく「自由」概念自体の種類）、どういった根拠
で成立すると言える/言えないのか、そうした「自
由」概念そのものの問題が看過されてしまってい
る４）。

こうした問題をより具体的に確認してみたい。例
えば堀尾は「教育の自由」に関して、「自由」の古
典的な意味――近代教育思想における「自由」に根
拠の一端を求めているが（堀尾 1971: 388）、それに
は例として次のようなものがある。「このような事
情は、近代市民社会における「市民の自由」に関連
する。近代社会は、理念の次元では、自由な市民（本
来的人間）の自己目的的な結合である市民社会
と......」（堀尾 1971: 389）、あるいは、「自由な人間（市
民）は同時に政治の主体としての......」（堀尾 1971: 
389）。ここで確認できるのは、「教育の自由」の根
拠の一端として捉えられているのが、我々（人間）
は「本来的に自由で『ある』人間」であるというこ
とである。より一般化して言えば、「人間は（本来
的に）自由で『ある』ため、（教育に関わる様々な）
自由が保障され『なければならない』」という論理
がここで確認できる――すなわち、事実としての

「自由」から規範（権利）としての「自由」を導出

する論理となっている。そして、堀尾はその二つ―
―事実としての「自由」（あるいは「自由か否か」
という議論）と、規範としての「自由」（あるいは「自
由であるべきか/自由が保障されるべきか」という
議論）――について区別することも、言及すること
も行っていない。

だが「自由を巡る現代の哲学上の議論」において
は、まさにその事実としての「自由」（のうちのある
種の「自由」）の根拠に対して疑義を投げかけてき
たのであり、その議論において、根拠の不十分性か
ら拒否されてきた種類の「自由」があるのである。
堀尾が事実としての自由と規範としての自由、及び
事実としての自由における自由の区別――以下で言
及する二つの自由の区別――を扱っていない以上、
その区別を行わない限り、議論の正当性を担保でき
ないどころか、その正当性の検証を行うことさえで
きないことになる。すなわち、以上の堀尾の議論に
おいては「教育の自由」の根拠の正当性を主張でき
ないという問題が生じていると言える。「人間は自
由である」からといって、「人間は自由であるべき
/自由が保障されるべき」という結論は論理的に導
出できないのであり、また「人間は自由であるべき
/自由が保障されるべき」であったとしても、前者
が真であるとは限らない。少なくとも、「人間は自
由である/自由に行為している」という言明は一義
的ではない。

それゆえ、教育における自由やその周辺の概念に
関する議論を行う場合、自由概念そのものの区分を
踏まえることがまずは重要な出発点となる。その区
分の一つは、ここで確認した事実としての「自由」
と規範としての「自由」であり、（少なくとも出発
点においては）この二つの自由は区別される必要が
ある。その上で、事実としての自由に関し、「自由
を巡る現代の哲学上の議論」では自由概念は大きく
二つの意味で捉えられてきたと言える５）。何をする
かを自ら決める自由（選択可能性/他行為可能性/
他可能性としての自由（the alternative possibilities 

（of action））、及び自由意志（Free Will）６）として
の自由がその一つであり、もう一つは「障害なく

（without impediment）したいことをする自由」
（Hobbes 1651: 139）、「 両 立 論 者 的 自 由
（Compatibilist Freedom）」（Kane ［1996］）である。
前者は人間が根本的に選択できる自由を含意するた
め決定論と両立しないと考えられ、後者は動物等に
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も認めうる自由である。これらの自由７）を巡って
「自由を巡る現代の哲学上の議論」においては、い
ずれの自由が本質的な自由であるか、あるいはそれ
ぞれ、または双方が成立すると言えるか否かについ
て議論が行われ、そしてある種の自由やそれに関す
る議論は退けられてきた。なお二つ目の自由は議論
や論者によって、社会的・政治的自由、社会的に承
認される自由としても捉えられる（Hobbes 1651; 
Inwagen ［1998］; 木島 2020）ことがある（そこには、

「教育の自由」、「学問の自由」、「教師/生徒の自由」
も含まれることが考えられる）。その場合は規範と
しての自由と二つ目の自由は大きな重なりを持つこ
とになり、また実際、これらは議論において重なり
を見せる側面を持つものの、当面は区別する必要が
ある。

堀尾の議論は戦後の教育学において、国家権力と
教育との緊張関係や子ども、親、教師の権利として
の自由概念を思想史的な文脈から捉え直す意味にお
いて重要であったと言える。しかし、その議論にお
いては主に権利（規範）としての自由を扱っている
ものの、事実としての自由も扱われており、かつそ
れらの自由の区別や、事実としての自由における二
つの区別はその議論の全体においてなされていな
い。すなわち、これまでの議論で明らかにしてきた
ように、自由概念そのものの問い直しを行った上で
自由概念を用いる必要があるものの、その「自由」
概念そのものの問い直しが行われていない――少な
くとも不十分であった。それゆえ、堀尾は「最後に
収めた付論は......「教育の自由」の原理を模索した
ものである」（堀尾 1971: ⅷ）、「こうして本書は、「教
育における正義の原則」と、それを保障する「国民
の教育権と教育の自由の原理」の確立のための基礎
作業を志向したものである」（堀尾 1971: ⅸ）と述べ
ているものの、堀尾が述べる「教育の自由の原理」
とは、「自由」概念そのものの多義性が見過ごされ、

「自由」が成立する前提の上で論じられる「教育の
自由」でしかなく、原理として提示するには不十分
なものとならざるを得ない。堀尾の議論に対し、「自
由を巡る現代の哲学上の議論」の枠組みや、決定論
/非決定論の視点、そして事実としての自由と規範
としての自由、事実としての自由における二つの自
由の区別を導入した上で再検討を行うことで初め
て、（堀尾の議論における）「教育の自由」や「教師
/生徒の自由」、「学問の自由」、それらに関する周

辺的概念がどのような意味におけるもので、どう
いった意味において成立しうるのか/しないのかを
検証することができる。

２）従来の教育学における「自由」の問題：比
較的近年の議論について

「自由を巡る現代の哲学上の議論」の枠組みや、
決定論/非決定論の視点、あるいは上記で確認した

「自由」の区別がない自由にまつわる議論について
は、議論の構造的な問題であるがゆえに当然のこと
として、以上の堀尾の議論と同様の問題点が指摘さ
れる。比較的近年のものにおいても同様である。本
稿では、ひとまず三つの著作に言及する。それらに
おいては、戦後教育学と比較し、過度に個人に帰す
自由概念や自己責任論に対しては批判的に距離を取
り、「人間は（どんな場合においても）自由である」
という主張を盲目的に前提としているわけではない
――すなわち、自由概念や責任概念に対して再検討
する姿勢が確認できる。しかし、大枠においては

「自由を巡る現代の哲学上の議論」に基づいておら
ず、自由概念そのものの問い直しは十分に行われて
おらず、前節で指摘したものと同様の構造の問題が
生じている。

例えば広田（2009）においては、教育における/
かかわる自由に関し、広田、佐藤、卯月、田原、宮
寺、大桃、西原、仁平らによる、教育哲学、教育史、
教育社会学、比較教育学、教育政治学、教育法学、
教育行政学といった多角的な観点からの8つの論考
が収められている。そのそれぞれで次のような自由
にかかわる問題が扱われている。親・子ども・教師・
国民の自由、国家の自由、学問の自由といったアク
ターや文脈によって異なる自由（それらの自由の緊
張関係）、市民的自由、教育する自由/教育されな
い自由、教育にかかわる公共性・公共政策や法にお
ける「自由」の位置づけ、シティズンシップ教育や
教育政治学における「自由」、教育にかかわる「選
択の自由」、確率論的な自由といった問題である。

「自由」が一義的でなく、重層性を孕んでいるとい
う視点、あるいはフーコーの主体性批判、一ノ瀬に
よる因果論の視点についても言及されており、新自
由主義的な自由概念の解釈や市場経済に還元される
自由概念、自己責任論に対する批判的姿勢も見受け
られる。すなわち、「自由で主体的で責任ある近代
的な人間像」を無批判に継承しているわけではない
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と言える。しかし、それらの全体にわたって「自由
を巡る現代の哲学上の議論」の枠組みや決定論/非
決定論の視点はなく、事実としての自由と規範とし
ての自由、事実としての自由における二つの自由の
区別もなされていない――「目の前の子どもを自由
にさせることこそが、最終的に個人が自律と自由を
獲得する最善の方法」（広田 2009: 208）、「目の前の
子どもに自由を保障しようとする教育が」（広田 
2009: 210）等。それゆえ、上述の堀尾における「自
由」の問題と同様の根拠や議論の正当性に関する問
題が生じている。また、「自由を巡る現代の哲学上
の議論」が踏まえられてないために、意志（決定）、
選択、自発性といった問題の含まれる概念の問い直
しが行われないまま使用されている。意志（will）
概念に関しては、現代では（ライルやヴィトゲン
シュタインの議論を発端とし）それ自体存在する意
志 な る も の と い う 考 え 方 は 否 定 さ れ て い る

（Mckenna & Pereboom 2016）８）。端的に言えば、
意志概念を用いる場合、（1a）において、Aが宿題
をしようとした/宿題をすることを「意志した」と
表現することが想定されるが、しかし、現実に「X
しよう」という形で頭に思い浮かべながら行為をす
ることは基本的にない（つまり、通常の行為におい
て「意志し」ながら行っていると言いうる行為はほ
とんどない）。また「意志する」という表記は無限
後退に陥ることが示され、概念の成立として破綻す
ることが指摘されてきた（代わりに、アンスコムの
議論以降、意図（intention）という概念が使われる。
すなわち、「Xしよう」という形で頭に思い浮かべ
るような行為においても、それは行為に先立つ意志
なるものによって行為が引き起こされるのではな
く、あくまで事後遡及的に意図「として」認知され
る、あるいは意図が帰属されると解釈するのが妥当
である。これに関連して、リベットらの神経科学の
研究は、行為に対する意識的な認知に先行する脳の
指令や行為に対する神経活動の先行性という事態を
指摘している）。それゆえ、意志概念と深く関連す
る選択、決定、決断といった概念も、その使用には

「自由を巡る現代の哲学上の議論」を踏まえた上で
の吟味が必要となる。

また髙宮（2021）はミルの自由論から、教育にお
ける自由と強制の問題や、政治的リバタリアニズ
ム、新自由主義と公教育との関連における教育の自
由の議論等を扱っている。そこにおいては、（心理

学的）決定論と自由意志の問題がミルの議論におい
てどのように扱われていたが論じられている。ある
いは渡辺（2022）は教育思想において、ランシエー
ルやナンシー等の演劇教育の観点から教育における
自由や責任を主題として扱っている。フーコーの主
体性批判や西村、國分、森田らの中動相や中動態、
ノディングス、トロント、モルのケア論を参照する
渡辺の議論は、自由や主体性概念に関し、どのよう
な場合においても成立する「自由であり責任ある主
体」という人間像を無批判に継承しているわけでは
なく、自由意志概念や近代的な主体性概念にも距離
を取っていると考えられる。しかし、いずれの議論
も決定論/非決定論と自由や責任概念との緊張関係
という観点が損なわれており、規範（権利、価値規
範）としての自由と事実としての自由の区分はな
く、それらが混同されながら議論されている。髙宮

（2021）が言及するのはミルにおける心理学的決定
論と自由との関係であり「自由を巡る現代の哲学上
の議論」は踏まえられておらず、また（それ自体と
して重要でありながら）あくまでミルの議論から教
育における自由をどう捉えられるかに終始してい
る。すなわち、自由概念の区分に言及することもな
く、また意志概念の使用もそのまま認められる。責
任概念としてレヴィナスや國分の議論、あるいは中
動相や中動態に基づく渡辺（2022）の議論も決定論
/非決定論の観点は欠いている。例えば次の箇所を
確認するだけでも、事実と規範の自由が区別なく使
われている、あるいは混同されながら用いられてい
ることが確認できる。「仮に強い不自由を感じたと
しても」（渡辺 2022: 25）、「生徒自身の自由を最大限
尊重すれば、その生徒は他の人の自由を侵害するよ
うに育っていくかもしれません。そのため、他者の
自由を侵害するような行為の自由は認められないこ
とになるでしょう」（渡辺 2022: 25）、「かつ「自由な
社会」を担保すること」（渡辺 2022: 26）。あるいは
意志概念の使用について、「「こうやって演じよう」
という俳優の意志が見え隠れしてしまっては」（渡辺 
2022: 2）。

前節で確認したように、事実としての自由と規範
としての自由、及び事実としての自由における自由
の区別を行わない場合、事実としての自由から規範
としての自由を導出する論理的誤謬、論拠の不十分
性が指摘されている自由概念の使用、二つの意味に
おける自由概念の混同――すなわち自由概念の使用
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と適用について問題が常に発生しうる。あるいは教
育学で提出されてきた「自由」の課題に応えようと
する際にも、同様に問題を捉え損ねることとなる。
教育における自由の課題として、例えば次のものが
指摘されてきた。広田は「自由を行使しうる主体」
を形成する営みが教育であり、そこに含むパラドキ
シカルな状況を指摘する（広田 2009: 203-224）。す
なわち教育と自由との関係において、「強制」（「子ど
もの自由」を制約すること）を通して、自律的/自
由な（自由に行為することのできる）存在を作ると
いう問題が発生してきたと論じている。またこれに
関連し、教育における自由とは他者の自由を制約す
る自由である――すなわち、「教育する自由」とは
子どもの自由を制限する自由であり、教育する側の
アクター同士の「教育する自由」を互いに制約する
自由である――という問題も発生してきたことが指
摘されている（広田 2009: 203-204）。また二つ目の
課題として「自由に（行為）して良い」という言明
が、現実にはそうでなく（際限なく何でもして良い

「自由」でなく）、言明の受け取り側がダブルバイン
ドに陥ると論じられている（渡辺 2022）。こうした
課題に対しても、「自由」概念そのものを問い直し、
分析、整理することによって、解決の道へ近づくこ
とができると思われる。本稿ではその詳細を論じる
紙幅はないものの、例えば一つ目の課題について
は、「自由な（自由に行為することのできる）主体」
という言明は事実としての自由である９）が、「子ど
もの自由」等は権利（規範）としての自由である。
二つ目の課題については「自由に（行為）して良い」

「自由」とは事実としての自由である10）ものの、例
えば同時に関連づけて述べられている「自由を尊重
する」、「参加しない自由」（渡辺 2022: 21）といった
表現における「自由」とは権利（規範）としての自
由である。すなわち、事実としての自由と規範とし
ての自由が混同されて議論がなされており、その区
別を行わない場合、これまで確認してきたものと同
様、議論の誤謬を犯し、本質を見失うことになる。

そのため、「自由を巡る現代の哲学上の議論」の
枠組みを教育学に導入し、その上で、その枠組みに
基づいて教育学における自由や周辺的な概念そのも
のを問い直す必要がある。

３�　「自由を巡る現代の哲学上の議論」を
扱った教育学における先行研究

前章で、「自由を巡る現代の哲学上の議論」の枠
組みを欠いた、自由にまつわる教育学の議論の議論
上における問題点を扱った。しかし、教育学におい
て「自由を巡る現代の哲学上の議論」に言及した議
論が全くないわけではない。「自由を巡る現代の哲
学上の議論」に言及した教育学の議論として、宮川

（2022）、島本（2023）を挙げることができる。しか
し、それらは「自由を巡る現代の哲学上の議論」や
その一部に触れているものの、「自由を巡る現代の
哲学上の議論」の枠組みを導入した上で議論が行わ
れているわけではなく、本稿の課題に応えるという
意味においても不十分である。

宮川（2022）は教育における自律概念を議論する
ことを目的としているが、同時に自律概念は自由、
責任、主体や選択、決定、可能性といった概念とか
かわってくる。それらの概念を検討にするにあたっ
て宮川は近年の人間諸科学、哲学における自然主義
を参照する。その中で、「自由を巡る現代の哲学上
の議論」の一部の議論に言及している。例として、
自由に関する議論としてP.F.ストローソン、デネッ
ト、バーリン、青山、戸田山、行為論の文脈でアン
スコム、ディヴィドソン、セラーズ、野矢ら、ある
いは認知科学、神経科学の研究としてリベット、ニ
スベット、ウィルソン、ザイアンス、ラザルスら、
責任論として小坂井といった議論である。

これらの議論を扱う中で、宮川の議論は自由と決
定論の問題、自由意志問題の議論にも触れており

（例えばメカニズム決定論等）、その文脈において重
要な自由概念の区分、自由意志としての自由と両立

（論者）的自由、あるいは無意識的な神経処理の行
為に対する先行性、意図や理由の行為に対する事後
遡及性にも言及している。他方で、あくまで宮川の
議論は教育における自律概念のパラドクスを乗り越
えることを中心的な目的としたものであり、デネッ
トや青山の分岐問題、P.F.ストローソンの反応的態
度、行為論、神経科学の研究成果といった観点を踏
まえ、自由概念が信念、あるいは感じるものでしか
ない「可能性」についても触れられている一方、自
由や責任概念そのものやその成立根拠を吟味、分析
する視点は十分ではない（デネットやP.F.ストロー
ソン、青山といった議論は「自由を巡る現代の哲学
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上の議論」においても重要なものではあるものの、
「自由を巡る現代の哲学上の議論」の枠組みから教
育学における自由や責任概念を問い直す試みとして
は、ごく一部の論者に留まってしまっている）。自
由概念の使用においても、二つの自由の区分は青
山、デネット、P.F.ストローソンといった議論に言
及する際の一部分に留まっており、その区分に基づ
いた上で議論を展開しているわけではない（その区
分について言及がなされるのも第５章であり、そ
れまでにおいても「自由」という言葉の省察が踏ま
えられないまま用いられている）。

これらについて例えば、宮川は自由概念の成立に
関しては青山やデネットの議論に則り、「自由」が

「社会的信仰の教説」である可能性に依拠した議論
は行っているものの、あくまで青山やデネットの議
論に則る限りでの議論であり、それゆえ自由意志と
両立論者的自由における自由がどういった意味や特
徴で、どういった意味で成立しうるのか/成立しな
いのか、その論拠としての十分な議論が行われてい
ない。それによって次のような議論の誤謬も生じて
いる。宮川はストローソンの反応的態度の議論に言
及した後、「反応的態度は、相手がある行為を、そ
うしない可能性があったにもかかわらずしたからこ
そ向けられるのであるから」（宮川 2022: 243）と論
じている。そして宮川のこの箇所では、「そうしな
い可能性」と「自由」とが重ねられ、青山の議論か
らも引用を行いつつ「われわれ［=大人］は幼児が
自由だと信じ」（宮川 2022: 243）、「大人が子どもに
は自由と可能性があるのだと裏づけもなくまず信
じ、はじめから反応的態度を向けることが、子ども
を自由と可能性の世界に導く上で決定的に重要であ
る」（宮川 2022: 243）と論じている。しかし、P.F.ス
トローソンの反応的態度の議論に則るのであれば、
ストローソンの反応的態度から「可能性（としての
自由/他のことを為し得た自由）」、あるいは（従来
の意味における）「自由意志」としての「自由」は直
接、導くことができない。「他のことを為し得た自
由」、あるいは（従来の意味における）「自由意志」
としての「自由」は形而上学的な自由として捉えら
れ、「自由意志説という、曖昧でびくびくした形而
上学に頼る必要はない」（Strawson 1962: 211）とし
てストローソンが退けた自由であるからである（形
而上学的自由とは、ストローソンの表現では「反因
果 的 自 由（contra-causal freedom）」（Strawson 

1962: 209）とおおよそにおいて重なる。マッケンナ
&ペレブーム（2016: 136）はストローソンの議論に
おいて「他のことを為し得ることができた」は必要
ではないことを示している）。反応的態度と関連さ
れて従来論じられてきた種類の「自由」とは、両立
論者的自由、すなわち二つ目の自由である。スト
ローソンの反応的態度から「可能性に関連する自
由」を導くには別の議論を踏まえる必要がある。こ
うした議論の誤謬が発生しているのは、宮川の議論
が教育における自律概念の再検討が主眼であり、

「自由」に関してはおおよそ青山の議論に則ってい
るため、これまで言及してきたような自由概念その
ものの区別や再検討が十分ではない――両立論者的
自由についてもデネットを扱う箇所を除き、注意が
ほとんど払われていない――ためであろう。それゆ
え、意志（決定）や選択等、問題を含む概念につい
ても十分な吟味がないまま用いられている（宮川

（2022: 81）等）。自由概念そのものの再検討が十分
でないために、少なくともその論全体においては、

「人間は自由に行為している」という言明や自由概
念は（「自由を巡る現代の哲学上の議論」を踏まえ
るならば現状において既に、自由概念や責任概念の
使用を放棄する可能性は十分あるにもかかわらず）、

「教育学における「自由」を考える上で保持される」
という結論が先取りされているように思われる。す
なわち、「この一文については、「少なくとも今のと
ころは」という但し書きを付すべきであろう。人間
諸科学の進展を受けて、人間の自由とは何なのか、
自分の行為に責任があるという見方は維持できるの
か、といった議論が活発になされている。いつか、
自己が自己を制御するという見方なしに人間が生き
るようになる日が来るのかもしれない」（宮川 2022: 
172）。

島本（2023）においては教育における自由・責任
概念及びその周辺的概念を「自由を巡る現代の哲学
上の議論」を踏まえた上で再検討するという大局的
な目的のために、「既生性」という観点を教育に導
入することを主眼としている。その中で、「自由を
巡る現代の哲学上の議論」における自由や責任に関
する議論が複数、言及されている。デカルト、ホッ
ブズ、カント、ケインのUR及びSFAs、P.F.スト
ローソンの反応的態度、G.ストローソン、デネット
のスタンスやコントロールの議論、ネーゲルの内側
からの視点、ホンデリック、ダブル、インワーゲン、
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フランクファートのフランクファート・ケースと二
階の欲求に関する議論、バーリン、スロート、青山
や松田、國分、あるいは西田やシュルレアリスム、
G.ライルの意志概念批判、アンスコムの意図的行
為、ディヴィドソン、ダントー、野矢らの行為論、
ブラットマンの計画理論、あるいは認知科学、神経
科学の研究としてリベット、ニスベット&ウィル
ソン、ウェグナー、下条らといった議論である。

島本（2023）の議論は教育学において「自由を巡
る現代の哲学上の議論」の観点から自由や責任概念
を論じたものとして重要であると言える。しかし、
議論の形式が日常場面の分析を通して行われ、その
目的も「既生性」という観点を教育学に導入するこ
とにあるため、この論争における議論の枠組みや構
造を教育学に導入する意図はなく、また行われてい
ない。そのため教育学における自由概念や責任概念
を「自由を巡る現代の哲学上の議論」から問い直す
試みとしても不十分である。

以上から、「自由を巡る現代の哲学上の議論」の
枠組みを教育学へ導入することの必要性を示すこと
ができたと言える。つまり、従来の教育学では「自
由を巡る現代の哲学上の議論」の枠組みを教育学へ
導入することの必要性を明らかにはしてこなかった
のであり、またその議論に言及した議論は存在した
ものの、議論の枠組みを上記で確認した観点を含め
て導入し、それに則った上で教育学の自由や責任概
念を再検討する試みはなされてこなかった。それゆ
え、前章や本章で確認したような自由概念の適用や
自由概念を用いた議論の十全性の問題、意志を始め
とした問題を含む概念の使用といった問題が自由に
かかわる教育学の議論で内在してきた。

他方で、本章で扱った二つの先行研究から、自由
や責任概念の捉え直しに当たって、教育学において
も「自由を巡る現代の哲学上の議論」の観点が重要
視されてきていることが示されていると言える。

４�　「自由を巡る現代の哲学上の議論」にお
ける教育へのアプローチ

最後に、「自由を巡る現代の哲学上の議論」を教
育学へ導入することの必要性を明らかにするため
に、哲学における議論にも言及する必要があるだろ
う――すなわち、哲学においても「自由を巡る現代
の議論」が教育に対し関係を持ちうることが示唆さ

れているのであり、哲学において「自由を巡る現代
の議論」から教育における自由や周辺的な概念を問
い直す先行研究があった場合、「自由を巡る現代の
哲学上の議論」の教育学への導入は既に行われてい
ると言えるからである。他方で、以下で見るように、
教育学における自由や周辺的な概念を再検討する議
論は為されてこなかった。なお、以上のことを確認
するに当たって、本稿の次の課題に繋がる観点を同
時に確認する。つまり自由や周辺的な概念、それに
まつわる議論が教育ともちうる接点の一端を示した
い。

例えば、ケイン（［1996］）は性格形成が自由（自
由意志）や究極的責任（UR）に重要であると論じ
る中で、幼少期の初期段階から個人としての独自性
や重要性を感じている側面を、すなわち乳幼児が自
身を運動の起源者と捉え、あるいは他の物をコント
ロールできると自覚する段階や、子どもが大人の手
を借りずに「自分で歩きたい」と言い出す段階を自
由や責任の観点から重視する（Kane ［1996］: 69, 92, 
93, 96, 98, 100-101, 208）。G.ストローソン（［1986］）
は経験場面における自由の感覚について、大人と子
ども、幼児において自由な行為者性の程度が異なる
こと、子どもが次第に一般的な大人程度の自由な行
為者になりうること、自己決定やコントロールの感
覚が幼児期から確認できること、子どもの言語習得
や自己意識の習得と「自分次第性」や責任感覚、そ
の信念の習得との関係について言及している

（Strawson ［1986］: 95-96, 98, 111, 131, 132-133, 135）。
スミランスキー（［2000］）は自由や責任概念が幻想
として重要な役割を果たすことを論じる中で、そう
した幻想がない、つまり自由や責任概念がない中で
子どもが育つことの社会的規範の観点からの問題、
親と子の関係や親子間の教育においてそうした幻想
が果たす役割について論じている（Smilansky 

［2000］: 165-166, 176-178, 196, 198-199）。ペレブーム
（［2001］, ［2014］）は自由意志や道徳的責任がない中
での道徳性や人生の意味を論じる中で、犯罪者に対
する道徳教育を子どもの道徳教育と比較しながら、
あ る い は そ の 異 同 を 指 摘 し つ つ 論 じ て い る

（Pereboom ［2001］: 161-166, ［2014］: 161-163）。また
ペレブーム（［2014］）において、反応的態度につい
て子どもにより焦点を当てた議論にも言及している

（その中で、世界で起きている非難の大半が親や教
師から子どもに対するものであろうという指摘や、
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現実では滅多にない、童話における些細なことで子
どもに憤りや憤慨を示す親の存在はフィクションで
あり、この問題に子どもたちは敏感で、こうした非
難の合理性に子どもたちが否定性を示しうるという
指摘は、この問題と教育との関係を考える上で示唆
的だと思われる）（Pereboom ［2014］: 151-152）。青山

（2016）はその補論において、幼児に対する叱責と
その時間的な様相を分析することで、「しないでも
できた」ということを、その意味おける自由の意味
を幼児に、（客観的事実としてではなく、社会的信
仰の教説として）教え込む事態を指摘する。すなわ
ち自由（とりわけ一つ目の自由）を幼児が学ぶとい
う事態について、叱責の観点から分析している。あ
るいは、この領域においては犯罪といったケースの
犯罪者の幼少期の体験（虐待等）に焦点が当たるこ
とで自由や責任の捉え方に影響を及ぼす事態（Kane 

［1996］; Mckenna & Pereboom 2016; Smilansky 
［2000］等）や、フランクファート・ケースや操作
論証など、洗脳を代表的なものとした思考実験を議
論の遡上に載せることが多い。洗脳のケースについ
ては特定の教育、引いては教育という営み自体が自
由や責任とどう関係しているかを問いとしていると
捉えることができるだろう。また現代では行為者の
歴史性が議論の焦点となることもある（Mckenna 
& Pereboom 2016）。あるいは教育においては、自
由や決定論の真偽が我々にもたらす影響の問題、帰
結の問題が重要となる。帰結の問題としては未来に
関する「生きる希望（life-hope）」や対人的感情、
責任や道徳的賞罰、それらに対する我々の態度と
いったものが含まれる（Honderich 1988）。

以上を踏まえると、人が幼少期のどの段階で、ど
のように自由や責任やその周辺的な概念を身に着け
ていくようになるか、それに対する大人の対応や社
会制度はどうあるべきか、あるいは行為者の歴史性

（そこに含まれる教育や育ち）という観点と自由や
責任概念との関係が哲学のこの領域においても重要
な問題となってきていると捉えることができる。あ
るいは遺伝子や環境等の因果関係や性格形成の問題 

（Kane 2002a）。例えば教育を通して育まれ、結果
的になされた行為は本人の行為として捉えることが
できるのか。宿題をしなかった子どもに対し、親や
教師はその行為をどう捉え、どのような態度を取る
べきか。学業評価のあり方とその社会的な受け止め
方はどうあるべきか。教育という営みの基盤そのも

のに関わるものとしては、次のものが考えられる。
仮に、人間の行為が完全な偶然に依ると考える場
合、人から人に対する働きかけはその人が行為を行
う上での原因とはなり得ない。すると教育という働
きかけそのものの意味が失われるという帰結が導か
れることになる。以上は一例に過ぎないが、教育学
に自由を巡る現代の哲学上の議論を導入した場合、
上述した概念11）や議論を中心に、整理や分析、再
検討が行なわれる必要がある。

他方で、本章で改めて確認すべきは、「自由を巡
る現代の哲学上の議論」を教育学へ導入する試みは
哲学においても為されてはこなかったのであり、そ
れゆえ教育における自由や責任概念、周辺的な概念
を再検討するためには、やはり「自由を巡る現代の
哲学上の議論」を教育学へ導入する必要があるとい
うことである。

５　結論

本稿は、教育学の主要な議論における、自由概念
やその周辺的な概念にまつわる議論の問題を明らか
にした上で、哲学における、自由を巡る現代の議論
が教育に関係を持ちうることが示唆されている議論
を確認し、教育や教育学に「自由を巡る現代の哲学
上の議論」の枠組みを導入する必要性を明らかにし
てきた。２章にて、従来の教育学における自由に
かかわる主要な議論を扱う中で、教育学の自由にま
つわる議論における議論上の問題を明らかにした。
その上で、３章、４章にて、「自由を巡る現代の哲
学上の議論」に言及した教育学における議論、教育
への示唆を含んだ「自由を巡る現代の哲学上の議
論」を扱い、「自由を巡る現代の哲学上の議論」の
議論枠組みを教育学へ導入する試みは十分に為され
ておらず、その導入の必要性があることを明らかに
した。そして４章の後半にて、それまでの議論か
ら教育と自由、周辺的な概念がどのように接点を用
うるかを示し、これからの課題として、「自由を巡
る現代の哲学上の議論」の議論枠組みを教育学へ導
入した場合に重要となってくる観点を示唆した。本
論の主旨をより端的に表現すれば、教育学において
は「自由」概念を、それ自体として十分に問い直し
てこなかったということであり、それゆえ議論の正
当性や概念適用の問題が生じてきたのであり、それ
ゆえ「自由を巡る現代の哲学上の議論」の枠組みか
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らその問い直しを行っていく必要があるということ
である。

本稿はあくまで「自由を巡る現代の哲学上の議
論」の枠組みを教育学へ導入することの必要性を明
らかにすることが目的であり、次の課題として、そ
の枠組みを十分な形で導入することがまずは挙げら
れる。その次に、その枠組みに基づいて教育学にお
ける自由や周辺的な概念を分析、再検討し、整理し
ていくことや２章、４章で確認した課題に応えて
いくことが今後の課題である。なお本稿では主に教
育学における自由が中心的な議論の対象となってお
り、責任概念や「行為」を始めとする関連の深い概
念について、教育学における扱いに十分に言及する
ことはできなかった。その研究も次の課題として挙
げられる。

註

１）	この論争は近代におけるホッブズ-ブラムホールの論争

をその端緒と見るのが主流である（Honderich 1988; 

Kane 2002a; 野矢　2010）。なお古代、例えばエンペドク

レスやデモクリトスの古代原子論（Kane ［1996］; 木島 

2020）やストア派（Honderich 1988）から始まったとい

う指摘もある。

２）	「分析哲学」という言葉には注意が必要である。「分析

哲学」という名前で名指されるものが何かわからなく

なってきたということも指摘され（飯田 2020）、また分

析哲学の要の特徴の一つが「抽象的な「哲学の言葉」が

単に名指すだけの哲学的問題を、現実の言語使用に引き

戻して考察する」（飯田 2020: 40）ことにあるなら、それ

は「哲学すること」の方法の一つに他ならないからであ

る（飯田は自身の行ってきた「分析哲学」として知られ

ていることは「ただの哲学」として行ってきたつもりだ

と述べている（飯田 20220: i））。他方で野矢（2010）、マッ

ケンナ&ペレブーム（2016）において「分析哲学」とい

う言葉が使われているため、本稿でもひとまずそれに則

ることとする。

３）	なお、これらの議論を扱うことの必然性を本論で言及

した以上に指摘することは難しい。なぜなら、自由や責

任概念を扱う教育学における議論は無数にあり、紙幅の

関係上そのすべてを検証することはできず、またいずれ

も「自由を巡る現代の哲学上の議論」に基づいていない

以上、本論で指摘したものと同様の問題を含んできたと

考えられるため、それらの問題点において特筆すべき差

異を指摘することも難しいからである。しかし、必ずし

もこれらの議論を扱うことの必然性を本稿において担保

する必要はない。管見の限り、「自由を巡る現代の哲学上

の議論」に基づいて教育における自由や責任概念を扱っ

たものは、以下の章で扱う議論を除いてない。そのため、

今回扱った論文を典型的な事例として、他の議論につい

ても同様の問題が指摘できれば良い。

４）	堀尾の議論において自然的自由、憲法的自由、デュ

ギーの「自由の新観念」といった複層的な自由概念も扱

われているものの、「自由」概念そのものの問題に関して

は同様である。

５）	論者によりそれぞれの自由の意味が異なる場合がある

が、ホッブズ-ブラムホールの論争以降、この二つで捉え

るのが一般的である。この二つの自由それぞれの真偽に

関する議論の是非については詳細な議論が必要である

が、本稿ではそれを検討する余白はない。また堀尾の議

論を始めとした教育学において、各論者の議論の中で語

られている「自由」に関し、どの箇所の「自由」がこの

二つのどちらの自由、あるいは既に退けられた種類の

「自由」であるかという点については、この二つの自由

の区分（あるいは退けられた種類の「自由」とはどのよ

うなものであるかの議論）を教育学に導入した上で、そ

れぞれの議論についてより詳細な検討を行うことが必要

であり、それもまた本稿ではその検討の余白はない。し

かし、本稿の目的のためにはその詳細な検討は必要では

なく、堀尾らの議論における自由概念の混同や適用是非

に関する問題が確認できれば十分である。なお一つ目の

自 由 は、 原 初 的 作 用（origination） と し て の 自 由

（Honderich 1988）、（中立不偏）無関心（indifference）

の自由（Edwards ［1754］; Kenny 1973; Honderich 2005; 

Mckenna & Pereboom 2016）としても論じられ、また

二つ目の自由は、「自発性（spontaneity）の自由」（Kenny 

1973; Honderich 1988, 2005; Mckenna & Pereboom 

2016）、「両立的自由」（青山 2016）と呼ばれることもある。

近年では余地自由（leeway freedom）と源自由（source 

freedom）の二つとして捉える向きもある（Mckenna & 

Pereboom 2016）。自発性の自由と中立不偏無関心の自由

に関しては、中世で自由（liberty）/自由（freedom）

の二種類のものとして使われ、自発性（voluntariness）

と原初的作用として議論され続けた（Honderich 2005: 

892, spontaneity and indifference.の項）。この種の初期

の、そして影響のあった区別は、神学的な区別として、

ジョナサン・エドワーズといったカルヴァンに対する称

賛から決定論に傾倒した哲学者に、あるいはヒュームの
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ようにニュートンに対する称賛から決定論に傾倒した哲

学者によって用いられた（Kenny 1973: 90）。また従来の

哲学者では例えばルクレティウス、スコトゥス、デカル

ト、バークリー、リード、カント、ジェイムズ、サルト

ル等は一つ目の自由を論じ、ストア派、アウグスティヌ

ス、ホッブズ、ライプニッツ、ヒューム、ミル等は二つ

目 の 自 由 を 中 心 的 に 論 じ て き た（Honderich 1988; 

Mckenna & Pereboom 2016）。

６）	自由意志と選択可能性の意味における自由とは、自由

意志に込める意味が論者によって異なるため、必ずしも

重ならない場合があるが、その場合の自由意志には独自

の意味づけがなされており（青山 2016）、本論において

も起点性や選択可能性としての伝統的な意味合いとして

自由意志を扱う。

７）	なお自由という訳語が当てられる英語にはfreedomと

libertyの二つがあるが、これらはしばしば同じ意味で使

われるものの、形容詞freeが存在するのはfreedomのみ

であり、それらはしばしば、freedomは人々の行動をす

る能力に関する際に用いられ、libertyは関連する政治制

度や法制度等が人々に何かをする許可を与える事実を指

すため、様々な自由が考えられる、といった形で区別さ

れる（Honderich 2005: 315, freedom and liberty.の項）。

本論において重視している事実としての自由と権利（規

範）としての自由も、おおよそこの区分に則ることが可

能であろう。「自由な（free）行為」、「自由に（freely）

行為する」という表現は、事実としての自由において適

用される。

８）	フランクファートやケイン等、現代でも意志概念を認

める議論を見出すことができるが、それらは欲望や意図

といった別の概念で説明が可能なものである（Mckenna 

& Pereboom 2016）。

９）	「自由を行使しうる主体」と表現した場合、その「自由」

は権利（規範）としての自由であるものの、「それを選択

し使いこなす自由度」（広田 2009: 208）と関連した場合の

自律的/自由な主体という意味における「自由」は事実

としての自由である。

10）	「自由に（行為）して良い」を「あなたに自由を保障

する」という表現であると解釈するならば、その自由を

権利（規範）としての自由として解釈することも可能で

ある。他方で、「『あなたの行為は自由であった』と解釈

される意味において自由に行為して良い」という意味に

おいて捉える方がより適切かと思われる。その自由は事

実としての自由である。

11）	 本論で言及したものに加え、例えば「自己決定能力

（self-determination）」、「 説 明 責 任（accountability）」

（Watson 2003）、「努力（effort）」（Ryle 1949）、「自己（a 

self）」、「 意 識（mind）」、「 自 己 意 識（self-conscious 

mind）」、「行為者（agent）」、「人格（person）」、「主体

（subject）」、「能動（active）」（Honderich 1988）等がこ

の論争と関係を持つ重要な概念として挙げられる。また

この分野において、自分次第（性）（up to us（ness））

を含め、日本におけるこの分野ではあまり参照されてい

ないものの、英米圏における議論では重要な概念として

良く議論が為されるものがある。他に例えばコントロー

ル（control）（コントロールについてより初期の段階で貢

献を果たした議論として、Fisher & Ravizza ［1998］.が挙

げられる）、「（道徳的/基本的に）値する（こと）（desert/ 

moral desert/basic desert）」（「desert」 に つ い て は

Feinberg 1970.以降、重要な議論となっている）、あるい

は源（source）/余地（leeway）自由、源/余地両立論/

非両立論等（その行為は自分次第と言えるのか、その行

為は自分のコントロールにあるのか、「賞罰等が「値する

こと」」と正義、責任の関係は如何なるものか等。日本

で扱われないことを示す例として、例えばDennet, Elbow 

Room. ［1984］: 156.において、罪、功績、罰といった概念

とともに‘desert’が挙げられているものの、邦訳では

‘desert’のみ、訳されていない）。
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